
２０１８年度 恵庭市民バスケットボール大会・第 15 回鳴海カップ開催要項

１．主催

恵庭バスケットボール協会

２．開催日

平成 30 年 6 月 30 日（土）・7 月 1 日（日）

３．開催場所

恵庭市総合体育館 （恵庭市黄金中央５丁目１９９−２）

４．実施要項

（１）種  別 一般男子、一般女子（※中学生は不可）

（２）参加資格 市内に居住・通勤・通学する高校生以上の人

（３）参加人数 監督、コーチ、マネージャー各１名、選手１５名まで

（４）チーム数 男子 14 チーム、女子 8 チーム（申込順）

（４）参 加 料 1 チーム 7，000 円

５．申込方法

（１）下記アドレスへ大会参加の必要事項（チーム名、連絡先、代表者）を記載のうえ連絡願います。ただ

しチーム定数に達した場合、参加申込を締め切ります。

【6 月 15 日（金）まで】  eniwa-basket@outlook.jp 
（２）参加申込が確認されたチームは、参加料を 6 月 22 日（金）正午までに指定口座に振込み願います。

また別紙チーム登録用紙も 6 月 22 日（金）までにメールにて提出願います。

※参加申込を連絡した場合であっても、期日までに参加料の振込がされていない場合は参加できません。ま

た振込がされた場合でも代表者会議に欠席された場合は参加出来ません。どの場合にあっても振り込まれ

た参加料の返金は致しかねますのでご了承ください。

【登録料振込先】

・銀 行 名 北洋銀行 恵庭中央支店

・口座名義 恵庭市役所バスケットボール部

・口座番号 （普通）３８５－４８７９

※登録料の振込みは必ずチーム名でお願いします。

６．組み合せ

恵庭バスケットボール協会の責任抽選とします。

７．代表者会議

日時  6 月 25 日（月）19 時 00 分

場所  恵庭市民会館 中会議室 （恵庭市新町 10 番地）

その他 各チームは必ず参加してください。欠席したチームは参加を認めません。また参加料の返金も致し

ません。※当日、ﾀｲﾑﾃｰﾌﾞﾙ、審判割・ＴＯ割を配布いたします。



８．競技規則

日本バスケットボール協会 2015 競技規則に準じる。

※サポーター類に関する制限については 2009 ルールを適用します。

９．試合時間

ピリオド ピリオド間 ハーフタイム 試合間隔 延長戦

8 分 1 分 8 分 10 分
1 分休憩

3 分試合

10．試合球

対戦するどちらかのチームが 12 面体を所有している場合は、12 面体を使用し、両チームとも 12 面体を所

有していない場合は、8 面体を使用する。

11．表彰

優勝・準優勝

12．オフシャル

原則負けチームが担当しますが、詳細は割当表で確認願います。棄権チームが発生した場合のＴＯと審判は、

不戦勝チームが行うものとします。

13．その他

（１）開会式・閉会式は行いません。

（２）大会期間中の選手や応援に来ている家族等の怪我や事故については、主催者側は一切責任を持ちませ

んので、各自でスポーツ保険等に加入するようにしてください。

（３）各試合の開始１０分前までには必ず集合してください。開始時間から１０分経過した場合は没収試合

となります。相手チームにも迷惑がかかります。

（４）本大会は各チームの帯同審判により成り立っています。チームの責任において審判をご用意願います。

また不測の事態に備えてチーム内に複数の審判員を確保してください。

（５）帯同審判で JBA 登録審判は、マニュアルに示された審判着を着用すること。他の帯同審判はレフリ

ーカッターシャツ及び黒系長ズボンを必ず着用し、笛を持参してください。レフリーカッターを着用しない

審判のチームは以降の試合を 没収試合とし、今後の大会参加をお断りすることになります。

（６）ＴＯは割当を確認し、必ず試合開始までに集合してください。ＴＯを放棄した場合は以降の試合を没

収試合とし、今後の大会参加をお断りすることになります。

（７）選手の変更又は追加登録は代表者会議で受付けます。

（８）同一大会で異なるチームへの登録・出場はできません。

（９）ユニフォーム及びビブスは各自でご用意ください。

以上のいずれかが守られない場合、本大会及び今後の大会への出場をお断りする場合があります。

皆さんのご協力のもと、円滑な大会運営を行っていきたいと思っておりますので、遵守くださいますよう、お

願い致します。


